
 

 

 

 

〔 概 要 〕  

 台 湾 で は 、 発 明 、 実 ⽤ 新 案 、 意 匠 の ３ つ が 「 専 利 法 」 と い う 法 律 で 包 括 的 に 保 護

さ れ て い ま す 。 つ ま り 、 ⽇ 本 に お け る 特 許 法 、 実 ⽤ 新 案 法 、 及 び 意 匠 法 が 、 台 湾 で

は「 専 利 法 」と い う １ つ の 法 律 に 統 合 さ れ て い ま す 。こ の 専 利 法 の 他 、「 専 利 法 施 ⾏

規 則 （ ⽇ 本 の 政 令 に 対 応 ）」 と 「 専 利 審 査 基 準 （ ⽇ 本 の 審 査 基 準 に 対 応 ）」 が 定 め ら

れ て い ま す 。  

 

〔 特 許 要 件 〕  

１ ． 保 護 対 象  

 発 明 は 、「 ⾃ 然 法 則 を 利 ⽤ し た 技 術 的 思 想 に よ る 創 作 」 で あ る と 定 義 さ

れ て い ま す (21 条 )。  

 以 下 の も の は 、 発 明 に 該 当 し ま せ ん (基 準 第 2 章 -1.2)。  

（ １ ） 単 な る 発 ⾒  

（ ２ ） 科 学 的 原 理  

（ ３ ） 単 純 な 情 報 の 開 ⽰  

（ ４ ） 単 純 な 美 術 創 作  

２ ． 産 業 上 の 利 ⽤ 可 能 性  

 発 明 は 、産 業 上 利 ⽤ す る こ と が で き る も の で な け れ ば な り ま せ ん (22 条 )。 

 以 下 の も の は 、 産 業 上 の 利 ⽤ 可 能 性 が あ り ま せ ん (基 準 第 3 章 -1.2)。  

（ １ ） 実 際 明 ら か に 製 造 ⼜ は 使 ⽤ で き な い も の  

（ ２ ） 診 断 、 治 療 を ⽬ 的 と し な い 外 科 ⼿ 術  

３ ． 新 規 性  

 発 明 は 、 新 規 性 を 有 す る も の で な け れ ば な り ま せ ん  

 新 規 性 が な い 発 明 は 、 以 下 の 通 り で す (22 条 )。  

（ １ ） 特 許 出 願 前 に 、 刊 ⾏ 物 に 公 表 さ れ た も の  

（ ２ ） 特 許 出 願 前 に 、 公 然 実 施 さ れ て い た も の  

（ ３ ） 特 許 出 願 前 に 、 公 然 知 ら れ た も の  

４ ． 拡 ⼤ さ れ た 先 願 の 地 位  

 発 明 が 、そ の 出 願 後 に 公 開 ⼜ は 公 告 さ れ た 先 願 に 記 載 さ れ た 内 容 と 同 ⼀

で あ る と き は 、 特 許 を 受 け る こ と が で き ま せ ん (23 条 )。  

 た だ し 、 こ の 要 件 は 、 出 願 ⼈ 同 ⼀ の 場 合 に は 適 ⽤ さ れ ま せ ん 。  
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５ ． 進 歩 性  

 発 明 は 、当 業 者 が 出 願 前 の 先 ⾏ 技 術 に 基 づ い て 容 易 に 完 成 す る こ と が で

き た 場 合 、 特 許 を 受 け る こ と が で き ま せ ん (22 条 )。  

 「 容 易 に 完 成 す る こ と が で き た こ と 」は「 容 易 に 知 る こ と が で き た こ と 」

と 同 ⼀ の 概 念 で あ る と 考 え ら れ て い ま す 。 例 え ば 、 先 ⾏ 技 術 を 、 転 ⽤ 、 置

換 え 、変 更 あ る い は 組 合 せ る こ と で 完 成 で き た 発 明 は 、容 易 に 知 る こ と の

で き る も の で あ り 、容 易 に 完 成 で き る も の と 認 め ら れ 、進 歩 性 が な い も の

と 判 断 さ れ ま す (基 準 第 3 章 -3.2 .3 )。  

６ ． 先 願 主 義 と ⼆ 重 特 許 の 禁 ⽌  

 同 ⼀ の 発 明 に 対 し て ２ 以 上 の 出 願 が ⾏ わ れ た 場 合 、最 初 の 出 願（ 出 願 ⽇

⼜ は 優 先 ⽇ に よ り 決 定 ） の み が 特 許 を 受 け る こ と が で き ま す (31 条 )。  

 同 ⼀ 発 明 ⼜ は 実 ⽤ 新 案 に 関 し て 発 明 特 許 及 び 実 ⽤ 新 案 登 録 が 別 々 に 出

願 さ れ た 場 合 も 同 様 で す 。  

 た だ し 、台 湾 に お い て は 、同 ⼀ の 発 明 に つ い て 特 許 と 実 ⽤ 新 案 の 両 ⽅ を

同 ⽇ に 出 願 す る 「 特 許 /実 ⽤ 新 案 同 ⽇ 出 願 」 が 可 能 で す (３ ２ 条 )。 こ の 同

⽇ 出 願 を ⾏ っ た 場 合 、実 ⽤ 新 案 出 願 に つ い て は 、無 審 査 で 先 に 登 録 さ れ ま

す 。 こ の こ と に よ り 、 早 期 に 実 ⽤ 新 案 権 を 取 得 し て 、 実 ⽤ 新 案 を 保 護 す る

こ と が で き ま す 。特 許 出 願 に つ い て は 、特 許 出 願 の 実 体 審 査 に お い て 拒 絶

理 由 が ⾒ つ か ら な か っ た 場 合 に は 、審 査 官 よ り 、実 ⽤ 新 案 権 と 特 許 権 の い

ず れ か ⼀ ⽅ を 選 択 す る こ と を 要 求 す る 通 知 が 発 せ ら れ ま す の で 、こ の 通 知

か ら 所 定 期 間 内 に 特 許 権 を 選 択 す る こ と で 、特 許 権 を 取 得 す る こ と が で き

ま す 。 こ の こ と に よ り 、 ⻑ い 保 護 期 間 で 発 明 を 保 護 す る こ と が 可 能 で す 。

な お 、特 許 出 願 が 特 許 査 定 さ れ る 前 に 実 ⽤ 新 案 権 が 既 に 消 滅 し て い る 場 合

に は 、 特 許 権 は 付 与 さ れ ま せ ん 。  

７ ． 不 登 録 事 由  

 他 の 登 録 要 件 を 具 備 す る 発 明 で あ っ て も 、以 下 の も の は 、特 許 を 受 け る

こ と が で き ま せ ん (24 条 )。  

（ １ ） 動 物 、 植 物 、 及 び 動 物 や 植 物 を ⽣ 産 す る た め の ⽣ 物 学 的 ⽅ 法 （ た だ

し 、 微 ⽣ 物 学 的 ⽅ 法 を 除 く ）。  

（ ２ ） ⼈ 間 ⼜ は 動 物 に 関 す る 、 疾 病 の 診 断 、 治 療 、 ⼜ は 外 科 ⼿ 術 の ⽅ 法 。  

（ ３ ） 公 序 良 俗 に 反 す る も の 。  

 

〔 特 許 出 願 〕  

１ ． 概 要  

（ １ ） 出 願 書 類  



 特 許 出 願 に は 、以 下 の 書 類 を 含 め な け れ ば な り ま せ ん (25 条 ､規 則

15)。  

① 願 書  

② 明 細 書  

③ 特 許 請 求 の 範 囲  

④ 要 約  

⑤ 必 要 な 図 ⾯  

⑥ 代 理 ⼈ に 出 願 ⼿ 続 を 委 任 す る 場 合 に は 、 委 任 状  

⑦ 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 に は 、 優 先 権 主 張 の 申 ⽴ 書 及 び 優 先 権 証 明

書  

（ ２ ） 出 願 ⾔ 語  

 出 願 書 類 は 、 原 則 と し て 、 中 国 語 （ 繁 体 字 ） で 記 載 し な け れ ば な

り ま せ ん (規 則 3)。 繁 体 字 は 、 中 国 出 願 時 に 使 ⽤ す る 簡 体 字 と は 異

な る た め 、 注 意 が 必 要 で す 。  

 た だ し 、 明 細 書 及 び 必 要 な 図 ⾯ を 外 国 語 （ 英 語 及 び ⽇ 本 語 を 含 む

９ か 国 の ⾔ 語 で あ り 、 PCT 出 願 の 公 開 ⾔ 語 と 同 じ ⾔ 語 ） で 提 出 す る

こ と も 認 め ら れ て い ま す (25 条 )。外 国 語 で 明 細 書 等 を 提 出 し た 場 合

に は 、 中 国 語 の 翻 訳 ⽂ を 指 定 期 間 内 に 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

２ ． 主 た る 出 願 書 類 の 内 容  

（ １ ） 明 細 書  

 明 細 書 に は 、 以 下 の 内 容 を 記 載 し ま す (26 条 ､規 則 15)。  

① 発 明 の 名 称  

② 発 明 の 説 明  

（ ２ ） 特 許 請 求 の 範 囲  

 ① 独 ⽴ ク レ ー ム と 従 属 ク レ ー ム  

 特 許 請 求 の 範 囲 は 、 少 な く と も １ 項 以 上 の 独 ⽴ ク レ ー ム で 表

す こ と が で き 、 必 要 時 に 応 じ て １ 項 以 上 の 従 属 ク レ ー ム を 付 加

す る こ と が で き ま す (規 則 18)。  

 ② 従 属 形 式 の 制 限  

 従 属 ク レ ー ム と し て は 、 多 数 項 従 属 ク レ ー ム を 含 め る こ と が

で き ま す が 、 選 択 的 な 従 属 の み が 許 容 さ れ て い ま す 。 ⼀ ⽅ 、 多

数 項 － 多 数 項 従 属 ク レ ー ム は 認 め ら れ て い ま せ ん (規 則 18)。  

 ③ ク レ ー ム の 数  

 ク レ ー ム の 数 に つ い て は 制 限 が な く 、 ま た 超 過 費 ⽤ も 請 求 さ

れ ま せ ん 。 た だ し 、 ク レ ー ム の 数 は 合 理 的 で な け れ ば な ら ず 、



で き る 限 り 従 属 ク レ ー ム ⼜ は 引 ⽤ 記 載 形 式 の 独 ⽴ ク レ ー ム を

採 ⽤ す る か 、 あ る い は 単 ⼀ ク レ ー ム 中 に 択 ⼀ 形 式 で 複 数 の 選 択

項 ⽬ を 記 載 す る こ と で 、 重 複 記 載 を 減 少 さ せ る こ と が 必 要 で す 。

同 ⼀ の 出 願 中 に は 、 ２ 項 以 上 の 実 質 的 に 同 じ か つ 同 ⼀ カ テ ゴ リ

に 属 す る ク レ ー ム を 含 め て は い け な い こ と に な っ て い ま す ( 基

準 第 2 章 -3.4 .2 )。 た だ し 、 実 務 上 は 、 審 査 官 が ク レ ー ム の 数

が 不 合 理 で あ る こ と を 理 由 と し て 出 願 ⼈ に 修 正 を 要 求 す る こ

と は 、 稀 な よ う で す 。  

 ④ ク レ ー ム の 記 載 形 式  

 実 務 上 、認 め ら れ る 請 求 項 の 記 載 形 式 は 、以 下 の 通 り で す (基

準 第 2 章 -3.3)。  

ａ ．独 ⽴ 項 は 、２ 段 形 式 で 記 載 す る こ と が 推 奨 さ れ て い ま す (規

則 19)。  

ｂ ． 化 学 式 ⼜ は 数 学 式 を 記 載 す る こ と が で き る が 、 挿 し 絵 を 付

す る こ と は 禁 ⽌ さ れ て い ま す 。  

ｃ ． い わ ゆ る オ ム ニ バ ス ク レ ー ム は 原 則 認 め ら れ て い ま せ ん が 、

発 明 が 特 定 の 形 状 に 係 る も の で あ っ て 図 形 で の み 定 義 で き 、

⽂ 字 で 表 す こ と が で き な い 場 合 、「 図 〜 に ⽰ す と お り 」 等 の

類 似 の ⽤ 語 を 記 載 す る こ と が で き ま す 。  

ｄ ． 機 能 表 現 ク レ ー ム と し て 記 載 す る こ と が で き ま す 。 機 能 ⽤

語 の 解 釈 は 、 発 明 の 説 明 の 中 に 述 べ ら れ た そ の 機 能 に 対 す

る 構 造 、 材 料 、 ⼜ は 動 作 、 及 び そ の 均 等 な 範 囲 を 含 め て ⾏

わ な け れ ば な り ま せ ん 。  

ｅ ． マ ー カ ッ シ ュ 形 式 で 記 載 す る こ と が 可 能 で す 。  

（ ３ ） 必 要 な 図 ⾯  

 図 ⾯ は 、 発 明 の 各 技 術 特 徴 と そ の 構 成 す る 技 術 ⼿ 段 の 理 解 に

必 要 な 場 合 に 含 め な け れ ば な り ま せ ん (25 条 )。  

３ ． 単 ⼀ 性  

 特 許 出 願 は 、１ つ の 広 義 の 発 明 概 念 に 属 し て い る ２ 以 上 の 発 明 は 、１ 出

願 と し て 出 願 す る こ と が で き ま す (33 条 )。  

 こ の 「 １ つ の 広 義 の 発 明 概 念 に 属 し て い る 」 と は 、 2 以 上 の 発 明 が 技 術

的 に 関 連 し て い る こ と を 意 味 し て お り 、「 技 術 的 に 関 連 し て い る 発 明 」 と

は 、 1 ⼜ は 2 以 上 の 同 ⼀ ⼜ は 対 応 す る 特 徴 を 含 ん で お り 、 先 ⾏ 技 術 に 貢 献

す る 特 定 の 技 術 的 特 徴 を 有 す る 発 明 を 意 味 し ま す (規 則 23)。  

 



〔 特 殊 な 出 願 〕  

１ ． 分 割 出 願  

 １ つ の 特 許 出 願 に 実 質 的 に ２ 以 上 の 発 明 が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、２ 以

上 の 出 願 に 分 割 す る こ と が で き ま す (34 条 )。  

 分 割 出 願 は 、単 ⼀ 性 違 反 に 関 す る 知 的 財 産 局 か ら の 通 知 に 対 す る 措 置 と

し て 、 あ る い は ⾃ 主 的 に ⾏ う こ と が で き ま す 。  

 分 割 出 願 は 、 最 初 の 審 査 に お け る 特 許 査 定 通 知 送 達 後 30 ⽇ 内 に も ⾏ う

こ と が 可 能 で す 。  

２ ． 変 更 出 願  

 特 許 、 実 ⽤ 新 案 、 意 匠 の 相 互 間 で 変 更 が 認 め ら れ ま す が 、 意 匠 を 特 許 に

変 更 す る こ と は 認 め ら れ て い ま せ ん (108 条 ､132 条 )。  

 な お 、 特 許 /実 ⽤ 新 案 同 ⽇ 出 願 に つ い て は 、 上 記 「 先 願 主 義 と ⼆ 重 特 許

の 禁 ⽌ 」 の 項 を ご 参 照 下 さ い 。  

３ ． 国 内 優 先 出 願  

 台 湾 で 出 願 ⽇ を 取 得 し た 特 許 出 願 ⼜ は 実 ⽤ 新 案 登 録 出 願 に 基 づ く 国 内

優 先 権 を 主 張 し て 、 特 許 出 願 を ⾏ う こ と が で き ま す (30 条 )。  

 た だ し 、 以 下 の い ず れ か の 事 情 が あ る 場 合 を 除 き ま す 。  

（ １ ） 基 礎 出 願 の 出 願 ⽇ か ら １ ２ か ⽉ を 経 過 し て い る 場 合  

（ ２ ） 基 礎 出 願 に 記 載 さ れ た 発 明 ⼜ は 考 案 に つ い て 、 す で に パ リ 条 約 の 優

先 権 ⼜ は 国 内 優 先 権 を 主 張 し て い る 場 合 （ 優 先 権 の 累 積 主 張 禁 ⽌ ）  

（ ３ ） 基 礎 出 願 が 分 割 出 願 ⼜ は 変 更 出 願 で あ る 場 合  

（ ４ ） 基 礎 出 願 に つ い て 既 に 公 告 ⼜ は 拒 絶 査 定 が 確 定 し て い る 場 合  

（ ５ ） 基 礎 出 願 が 既 に 取 り 下 げ ら れ 、 あ る い は 受 理 さ れ な か っ た 場 合  

４ ． 外 国 語 書 ⾯ 出 願  

 上 述 し た よ う に 、明 細 書 及 び 必 要 な 図 ⾯ は 外 国 語 で 提 出 す る こ と が で き

ま す (25 条 )。 外 国 語 で 明 細 書 等 を 提 出 し た 場 合 に は 、 中 国 語 の 翻 訳 ⽂ を

指 定 期 間 内 に 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

５ ． 仮 出 願  

 仮 出 願 は 規 定 さ れ て い ま せ ん 。  

６ ． 秘 密 特 許  

 出 願 が 審 査 ⼜ は 出 願 ⼈ の 声 明 に よ り 国 家 の 安 全 に 影 響 す る 恐 れ が あ る

場 合 、そ の 明 細 書 に つ い て 国 防 部 ⼜ は 国 家 安 全 関 連 機 関 に 意 ⾒ を 求 め 、秘

密 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 場 合 に は 、そ の 特 許 を 公 告 せ ず 、出 願 書 類 は

封 を し て 保 管 さ れ 、 閲 覧 不 能 と さ れ ま す (51 条 )。  

 



〔 出 願 審 査 〕  

１ ． 概 要  

 ⽅ 式 審 査 を 経 て 実 体 審 査 が ⾏ わ れ ま す 。  

 実 体 審 査 に つ い て は 、 審 査 請 求 制 度 が 採 ⽤ さ れ て い ま す 。  

２ ． ⽅ 式 審 査  

 出 願 ⽇ の 認 定 要 件 、 及 び 出 願 書 類 の ⽋ 落 の 有 無 が 審 査 さ れ ま す 。  

３ ． 審 査 請 求  

 何 ⼈ も 、出 願 ⽇ か ら ３ 年 以 内 に 審 査 請 求 を ⾏ う こ と が で き ま す 。こ の 期

間 内 に 審 査 請 求 が な か っ た と き は 、出 願 は 取 り 下 げ た も の と み な さ れ ま す 。

分 割 出 願 ⼜ は 変 更 出 願 が 原 出 願 の 出 願 ⽇ か ら ３ 年 経 過 後 に 出 願 さ れ た 場

合 に は 、分 割 ⼜ は 変 更 出 願 の 出 願 ⽇ か ら ３ ０ ⽇ 以 内 に 審 査 請 求 す る こ と が

で き ま す 。 な お 、 審 査 請 求 は 取 り 下 げ る こ と が で き ま せ ん (38 条 )。  

４ ． 先 ⾏ 技 術 ⽂ 献 の 提 出  

 出 願 ⼈ に は 、 先 ⾏ 技 術 ⽂ 献 の 提 出 義 務 は 課 せ ら れ て い ま せ ん 。  

５ ． 実 体 審 査  

（ １ ） 補 正 期 限  

 出 願 ⼈ は 、 明 細 書 及 び 図 ⾯ を 補 正 す る こ と が で き ま す (49 条 ､基

準 第 5 章 -1)。  

 た だ し 、最 初 の 審 査 意 ⾒ 通 知 書 が 発 ⾏ さ れ た 後 は 、審 査 意 ⾒ 通 知

書 に よ る 指 定 期 限 内 に 限 り 補 正 す る こ と が で き ま す 。  

 な お 、最 後 の 審 査 意 ⾒ 通 知 書 に よ る 指 定 期 限 内 に ⾏ う 補 正 は 、以

下 の い ず れ か を ⽬ 的 と す る も の に 限 っ て 認 め ら れ ま す 。  

① ク レ ー ム の 削 除  

② 特 許 請 求 の 範 囲 の 減 縮  

③ 誤 記 ⼜ は 誤 訳 の 訂 正  

④ 不 明 瞭 な 記 載 の 釈 明  

（ ２ ） 実 体 審 査 ⼿ 続  

① 審 査 意 ⾒ 通 知 書  

 実 体 審 査 に お い て 、 特 許 要 件 を 満 た し て い な い と 判 断 さ れ た

場 合 、 知 的 財 産 局 は 審 査 意 ⾒ 通 知 書 を 発 ⾏ し 、 指 定 期 限 を 定 め

て 、 出 願 ⼈ に 意 ⾒ 陳 述 ⼜ は 明 細 書 ⼜ は 図 ⾯ の 補 正 の 機 会 を 与 え

ま す (46 条 )。  

② 拒 絶 処 分 書  

 出 願 ⼈ が 、 審 査 意 ⾒ 通 知 書 に 記 載 さ れ た 理 由 に 基 づ き 意 ⾒ 陳

述 ⼜ は 補 正 を ⾏ わ な か っ た 場 合 、 あ る い は 意 ⾒ 陳 述 等 の 内 容 が



審 査 官 に 受 け ⼊ れ ら れ な か っ た 場 合 、 通 常 知 的 財 産 局 は 、 特 許

を 許 可 し な い 旨 を 記 載 し た 拒 絶 処 分 書 を 発 ⾏ す る こ と に よ り 、

当 該 出 願 を 最 終 的 に 拒 絶 し ま す (46 条 )。  

③ 許 可 処 分 書  

 ⼀ ⽅ 、 出 願 に 拒 絶 理 由 が な い 場 合 、 あ る い は 拒 絶 理 由 が 出 願

⼈ に よ る 意 ⾒ 陳 述 ⼜ は 補 正 に よ り 解 消 し た 場 合 に は 、 知 的 財 産

局 は 、 特 許 を 許 可 す る 旨 を 記 載 し た 許 可 処 分 書 を 発 ⾏ し ま す

(47 条 )。  

 許 可 処 分 書 の 送 達 か ら ３ か ⽉ 以 内 に 特 許 証 交 付 ⼿ 数 料 及 び

初 年 度 の 年 ⾦ が 納 付 さ れ た 場 合 に は 出 願 公 告 が ⾏ わ れ 、 公 告 ⽇

に 特 許 権 が 付 与 さ れ て 、 特 許 証 が 発 ⾏ さ れ ま す (52 条 )。  

 

〔 審 査 結 果 に 対 す る 不 服 申 し ⽴ て 〕  

１ ． 再 審 査  

 出 願 ⼈ は 、 拒 絶 査 定 に 不 服 が あ る 場 合 、 査 定 書 送 達 後 2 か ⽉ 以 内  

に 理 由 書 を 添 付 し て 再 審 査 を 請 求 す る こ と が で き ま す (48 条 )。  

２ ． 経 済 部 訴 願 審 議 委 員 へ の 訴 願  

 出 願 ⼈ は 、再 審 査 の 決 定 に 不 服 の 場 合 、再 審 査 の 審 定 書 を 受 領 し た 翌 ⽇

か ら ３ ０ ⽇ 以 内 に 、知 的 財 産 局 の 上 級 機 関 で あ る 経 済 部 の 訴 願 審 議 委 員 会

へ 訴 願 す る こ と が で き ま す 。  

３ ． 裁 判 所 へ の 上 訴  

 出 願 ⼈ は 、訴 願 の 決 定 に 不 服 の 場 合 、訴 願 決 定 書 が 送 達 さ れ た 翌 ⽇ か ら

２ か ⽉ 以 内 に 、 起 訴 状 を 準 備 し 、 知 的 財 産 局 を 被 告 と し て 、 知 的 財 産 裁 判

所 に 対 し て ⾏ 政 訴 訟 を 提 起 し 、元 の 決 定 の 取 り 下 げ 及 び 訴 願 の 決 定 を 請 求

す る こ と が で き ま す 。  

 

〔 備 考 〕  

1 .根 拠 条 ⽂ 等  

 こ の 情 報 は 、 以 下 の 法 律 に 基 づ い て 作 成 し て お り ま す 。 そ の 後 の 改 正 に ご

留 意 下 さ い 。  

 改 正 専 利 法 (2014 年 3 ⽉ 24 ⽇ 施 ⾏ ) 

 専 利 法 施 ⾏ 規 則 (2013 年 1 ⽉ 1 ⽇ 施 ⾏ ) 

 専 利 審 査 基 準 (2014 年 版 ) 

２ .参 考 ⽂ 献 等  

 外 国 産 業 財 産 権 制 度 情 報 （ 特 許 庁 ）  



 外 国 特 許 制 度 【 ア ジ ア 編 】（ ⻫ 藤 達 也 編 著 、 発 明 協 会 、 2009 年 11 ⽉ ）  


